
○	
下
水
道
使
用
料
と
は

　

下
水
道
の
使
用
を
開
始
す
る

と
、
汚
水
の
量
に
応
じ
て
下
水

道
使
用
料
を
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
使
用

料
は
、富
岡
浄
化
セ
ン
タ
ー（
終

末
処
理
場
）
の
運
転
管
理
費
用

や
下
水
道
を
整
備
す
る
た
め
に

借
り
入
れ
た
資
金
の
返
済
の
一

部
な
ど
に
あ
て
ら
れ
ま
す
。

○	

汚
水
量
の
認
定

　

汚
水
の
量
は
、
原
則
と
し
て

上
水
道
使
用
量
と
同
量
と
み
な

す
た
め
、
水
道
メ
ー
タ
ー
の
検

針
水
量
か
ら
下
水
道
使
用
料
を

算
出
し
ま
す
。

○	

下
水
道
使
用
料
金
表

　

下
水
道
使
用
料
は
、
上
水
道

使
用
料
と
同
様
に「
基
本
料
金
」

が
あ
る
ほ
か
、
使
用
し
た
水
量

に
応
じ
て
単
価
の
区
分
を
設
け

た
「
累
進
制
」
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

具
体
的
な
下
水
道
使
用
料
の

算
出
方
法
に
つ
い
て
は
、
下
記

に
例
を
示
し
ま
し
た
。

○	

下
水
道
使
用
料
の
納
付
方
法

　

下
水
道
使
用
料
は
、
上
水
道

使
用
料
と
合
わ
せ
て
お
支
払
い

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

美
し
い
あ
な
ん
を
求
め
て

下
水
道
使
用
料

連
載
⑦

下
水
道
使
用
料
が
決
ま
り
ま
し
た
。

平
成
22
年
3
月
議
会
に
お
い
て「
阿
南
市
公
共
下
水
道
条
例
」

が
制
定
さ
れ
、
下
水
道
使
用
料
が
決
ま
り
ま
し
た
の
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

＊
平
成
23
年
4
月
か
ら
第
1
期
計
画
区
域
内

の
一
部
地
域
に
お
い
て
、
下
水
道
が
使
用
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　　　　　　　　　　			下 水 道 使 用 料 金 表　　　　　　　（税抜き）
汚水の種類 基 本 料 金 超　過　料　金

一 般 汚 水 10㎥まで1,400円

10㎥を超え20㎥まで 150円/㎥

20㎥を超え30㎥まで 155円/㎥

31㎥以上 160円/㎥

公衆浴場汚水 150㎥まで7,500円 151㎥以上 55円/㎥

下水道使用料早見表（一般汚水）

＊１ヵ月あたりの使用料
使用水量 下水道使用料（税込み）

10㎥ 1,470 円

15㎥ 2,257 円

20㎥ 3,045 円

25㎥ 3,858 円

30㎥ 4,672 円

　上水道使用水量 ( 水道メーターの検針水量 )
などを基に算出します。
● 使用料計算例
　一般家庭が１ヵ月に 20㎥使用した場合
　基本料金　………………………………1,400 円　①
　超過料金　………10㎥ ×150 円 /㎥ =1,500 円　②

　　　　　　　　小　計　　① + ② =2,900 円　③
　　　　　　　	③ ×1.05（消費税）=3,045 円

問
い
合
わ
せ
は　
下
水
道
課
（
☎
22

－

１
7
９
６
）
へ

連載①〜⑥は、下水道課ホ
ームページで掲載していま
す。（http://www.city.
anan.tokushima.ip/） ＞
暮らし・環境＞公共下水道
からアクセスできます。

〜
下
水
道
〜
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